
「
み
や
ぎ
型
」だ
と
、
ど
う
し
て

料
金
の
上
昇
幅
を
抑
え
ら
れ
る
の
？

　
２０
年
間
の
長
期
契
約
と
、
上
工
下
水
３
事
業

一
体
運
営
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か

し
た
民
間
事
業
者
な
ら
で
は
の
創
意
工
夫
に
よ

り
、
コ
ス
ト
の
削
減
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
す

　
県
は
、
現
在
も
施
設
の
統
廃
合
や
ダ
ウ
ン
サ

イ
ジ
ン
グ（
規
模
縮
小
）な
ど
運
営
コ
ス
ト
の
削

減
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
現
行
体
制
で
の

コ
ス
ト
の
削
減
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　「
み
や
ぎ
型
」で
は
、
２０
年
間
の
契
約
と
、
上

工
下
水
３
事
業
一
体
運
営
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ

リ
ッ
ト
の
も
と
、
I
o
T
や
A
I
な
ど
の
最
新

技
術
を
活
用
し
た
運
転
管
理
の
効
率
化
に
よ
る

運
転
コ
ス
ト
の
削
減
、
ま
た
、
同
種
一
括
契
約

に
よ
る
機
械
・
電
気
設
備
の
更
新
費
用
の
削
減

や
、一
括・長
期
契
約
に
よ
る
薬
品
や
資
材
の
調

達
コ
ス
ト
の
削
減
な
ど
、
民
間
な
ら
で
は
の
創

意
工
夫
と
自
由
度
の
高
い
契
約
に
よ
り
コ
ス
ト

削
減
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

民
間
事
業
者
が
利
益
を
求
め
る
と

料
金
が
上
が
る
の
で
は
？

利
益
を
含
め
て
も
事
業
費
を
こ
れ
ま
で
よ
り
削

減
で
き
る
提
案
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
ま
た
、

民
間
事
業
者
が
勝
手
に
料
金
を
上
げ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん

　
県
は
、「
み
や
ぎ
型
」の
導
入
効
果
と
し
て
、

全
体
事
業
費
３
３
１
４
億
円
に
対
し
て
、
コ
ス

ト
の
削
減
額
が
2
4
7
億
円
、
こ
の
う
ち
民
間

事
業
者
分
1
9
7
億
円
の
コ
ス
ト
の
削
減
が
見

込
め
る
と
試
算
し
ま
し
た
。

　
民
間
事
業
者
の
募
集
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の

額
を
基
本
に
、
20
年
間
の
事
業
費
の
上
限
額
を

設
定
し
て
お
り
、
応
募
者
に
は
、
利
益
を
含
め

た
上
で
上
限
額
以
下
で
の
事
業
費
を
提
案
し
て

も
ら
い
ま
す
。

　
ま
た
、
料
金
は
、
対
象
市
町
村
と
調
整
し
た

上
で
、県
議
会
で
の
条
例
改
正
が
必
要
で
あ
り
、

民
間
事
業
者
が
勝
手
に
料
金
を
上
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
仕
組
み
で
す
。

水
質
は
ど
う
な
る
の
？

水
質
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん

　
対
象
市
町
村
へ
送
ら
れ
る
水
は
、
水
道
法
に

定
め
ら
れ
た
水
質
基
準
よ
り
厳
し
い
現
行
の
水

質
を
満
た
す
こ
と
を
民
間
事
業
者
の
義
務
と
し

ま
す
。
県
は
、
水
道
法
に
基
づ
く
水
質
検
査

を
行
う
な
ど
、
し
っ
か
り
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

安
全
性
を
確
認
し
ま
す
。

　
下
水
処
理
後
の
放
流
水
に
つ
い
て
も
、
現
行

の
水
質
を
維
持
し
ま
す
。

災
害
対
応
は
ど
う
な
る
の
？

こ
れ
ま
で
ど
お
り
県
が
主
体
と
な
り

迅
速
に
対
応
し
ま
す

　
自
然
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、
県
は

委
託
業
者
や
市
町
村
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
し

て
対
応
し
て
き
ま
し
た
。「
み
や
ぎ
型
」開
始
後
も
、

県
が
主
体
と
な
り
、
民
間
事
業
者
を
含
め
た
関

係
機
関
と
連
携
し
、
迅
速
に
対
応
し
ま
す
。

海
外
で
は
公
営
に
戻
し
た

事
例
が
あ
る
っ
て
聞
い
た
け
ど
？

海
外
の
事
例
を
教
訓
に
方
策
を
講
じ
て
い
ま
す

　
海
外
で
は
一
部
で
再
公
営
化
の
事
例
も
あ
り

ま
す
。「
み
や
ぎ
型
」で
は
、
そ
れ
ら
の
事
例

を
教
訓
と
し
、
事
業
計
画
の
妥
当
性
の
確
認
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
強
化
、
料
金
の
改
定
方

法
の
明
確
化
な
ど
の
方
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

民
間
事
業
者
の
情
報
は

公
表
さ
れ
る
の
？

財
務
状
況
や
水
質
な
ど
を
定
期
的
に
公
表
し
ま
す

　
民
間
事
業
者
が
公
表
す
べ
き
情
報
は
あ
ら
か

じ
め
県
が
定
め
ま
す
。
民
間
事
業
者
は
、
事
業

計
画
書
や
財
務
諸
表
、
運
転
管
理・水
質
管
理
に

関
す
る
報
告
書
な
ど
を
定
期
的
に
公
表
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
県
が
行
っ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

の
結
果
も
定
期
的
に
公
表
し
ま
す
。

応
募
の
条
件
は
？

①
日
本
法
人
で
あ
る
こ
と

②
代
表
企
業
は
資
本
金
50
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と

③
一
定
規
模
※

以
上
の
浄
水
場
と
下
水
処
理
場

の
運
転
管
理
業
務
を
３
年
以
上
継
続
し
て

行
っ
た
実
績
が
あ
る
こ
と

な
ど
を
応
募
の
条
件
と
し
ま
す
。

民
間
事
業
者
を
選
ぶ
と
き
、

評
価
は
ど
う
す
る
の
？

専
門
家
が
実
施
体
制
や
災
害
時
の
対
応
、

事
業
費
な
ど
を
評
価
し
ま
す

　
法
律
や
会
計
の
ほ
か
、
水
道
・
下
水
道
に
関

す
る
専
門
家
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
、

実
施
体
制
や
災
害
時
の
対
応
、
事
業
費
な
ど
の

項
目
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

１
項
目
で
も
現
行
体
制
未
満
だ
と
判
断
さ
れ
る

項
目
が
あ
る
場
合
、
そ
の
民
間
事
業
者
は「
失

格
」と
な
り
ま
す
。

「
み
や
ぎ
型
」は
い
つ
始
ま
る
の
？

令
和
４
年
４
月
か
ら
始
ま
る
予
定
で
す

　
3
月
に
民
間
事
業
者
の
募
集
を
開
始
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
約
１
年
か
け
て
事
業
を
運
営
し

て
も
ら
う
民
間
事
業
者
を
選
定
し
ま
す
。

　
令
和
3
年
6
月
ま
た
は
9
月
議
会
に
お
い

て
、
民
間
事
業
者
に
浄
水
場
な
ど
を
運
営
す

る
権
利
を
設
定
す
る
議
案
を
提
案
す
る
予
定
で

す
。
可
決
さ
れ
た
場
合
は
、
令
和
4
年
4
月
か

ら「
み
や
ぎ
型
」を
開
始
し
ま
す
。

運
営
方
法

民
間
事
業
者
の
選
び
方

開
始
時
期

※
１
日
の
処
理
能
力
が
2・5
万
㎥
以
上（
厚
生
労
働
大
臣
認
可
基
準
）の
急
速
ろ
過
方
式
の
浄
水
場
、

　
１
日
の
処
理
能
力
が
10
万
㎥
以
上（
本
事
業
と
同
規
模
施
設
）の
標
準
活
性
汚
泥
法
の
下
水
処
理
場

Q3

Q5

Q6Q7Q8

Q9Q10
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こ
こ
が
知
り
た
い
！
「
み
や
ぎ
型
」

宮
城
県
上
工
下
水
一
体
官
民
連
携
運
営
事
業（
み
や
ぎ
型
管
理
運
営
方
式
）っ
て
何
？

　
県
は
、
今
後
、
見
通
さ
れ
る
料
金
上
昇
の
幅

を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
水
道
事
業
を
将
来

に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
維
持
・
運
営
し
て
い
く
た

め
、
官
民
連
携
に
よ
り
水
道
用
水
供
給
事
業
、

工
業
用
水
道
事
業
、
流
域
下
水
道
事
業
を
一
体

的
に
運
営
す
る「
宮
城
県
上
工
下
水
一
体
官
民

連
携
運
営
事
業（
み
や
ぎ
型
管
理
運
営
方
式
）」

（
以
下
、「
み
や
ぎ
型
」）の
実
現
に
向
け
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
対
象
地
域
は
左
の
と
お
り
で
す
。

ど
う
な
の
？
県
の
水
道
経
営
事
情

　
人
口
減
少
や
節
水
型
社
会
の
進
展
に
よ
り
、

使
用
水
量
・
料
金
収
入
は
年
々
減
少
し
て
い
き

ま
す
。
一
方
で
、
老
朽
化
し
た
管
路
や
設
備
な

ど
の
更
新
は
必
要
で
あ
り
、
県
が
行
う
上
工
下

水
３
事
業
の
経
営
環
境
は
今
後
ま
す
ま
す
厳
し

く
な
る
も
の
と
予
測
さ
れ
、
県
の
試
算
で
は
、

40
年
後
に
は
料
金
が
現
在
の
約
1・5
倍
に
な

る
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
と
何
が
変
わ
る
の
？

民
間
事
業
者
と
、
浄
水
場
な
ど
の
運
転
管
理
、
機

械・電
気
設
備
の
改
築・修
繕
工
事
、
薬
品
な
ど
の

調
達
を
３
事
業
一
体
で
２０
年
間
契
約
を
し
ま
す

　「
み
や
ぎ
型
」は
官
民
連
携
に
よ
る
取
り
組
み

で
あ
り
、
最
終
責
任
を
持
つ
水
道
事
業
者
は
県

の
ま
ま
で
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
民
間
事
業
者
に
は
、
こ
れ
ま
で
３０
年
以
上
に

わ
た
り
委
託
し
て
き
た
浄
水
場
な
ど
の
運
転
管

理
に
加
え
、
こ
れ
ま
で
個
別
に
契
約
し
て
い
た

機
械・電
気
設
備
の
改
築・修
繕
工
事
、
薬
品
な

ど
の
調
達
に
つ
い
て
も
コ
ス
ト
削
減
に
取
り
組

み
な
が
ら
実
施
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　
県
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
事
業
の
総
合
的
管

理
を
担
う
ほ
か
、
水
道
法
に
基
づ
く
水
質
検
査

や
管
路
な
ど
の
維
持
管
理
、
更
新
工
事
な
ど
を

引
き
続
き
行
い
ま
す
。

みやぎ型管理運営方式

〈 契約期間 〉

20年間

〈 契約する事業の単位 〉

対象9事業※を一体で契約

〈 発注の方法 〉

現在

事業ごと個別に委託

性能発注 仕様発注

4～5年間

※水道用水供給事業（大崎、仙南・仙
塩）、工業用水道事業（仙塩、仙台
圏、仙台北部）、流域下水道事業（仙
塩、阿武隈川下流、鳴瀬川、吉田川）

•水量・水質などの基準を指定
•基準を満たしているか確認

•基準を満たすように運転管理
を工夫（新技術の導入が可能）

県の役割

民間の役割

•浄水場などの運転管理方
法などを細かく指定

•県が指定した方法に従い、
運転管理などを行う

県の役割

民間の役割

•民間事業者従業員の雇用
が不安定
•人材育成が困難

•スケールメリットを発揮し
づらい

•スケールメリットの効果が
拡大

•民間事業者の雇用が安定
•人材育成、技術継承が容易

み
や
ぎ
型
の
仕
組
み

Q1

水道用水
供給事業
対象地域

丸森町は
流域下水道
事業のみ対象

40
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80220
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料金（円/㎥）

水需要

水需要（万㎥/日）

R6-10 R16-20 R26-30 R36-40R4-5 R11-15 R21-25 R31-35 R41-43

水道料金と水需要の推移（試算）
（令和4年～43年、大崎広域水道事業の試算）
※各家庭の水道料金ではありません。

料金

※
県
が
行
っ
て
い
る
水
道
用
水
供
給
事
業
は
、
県
が
ダ
ム
な
ど
の

水
を
浄
水
処
理
し
て
対
象
市
町
村
の
タ
ン
ク
に
送
る
水
道
水
の

卸
売
り
事
業
で
す
。

　
各
家
庭
の
水
道
料
金
は
、
各
市
町
村
が
個
別
の
状
況
を
踏
ま

え
決
定
し
ま
す
。

特 集 3
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